
 

 

 
２ 企画立案への参画 

（１）企画立案への参画とは 

行政が事業を企画立案する段階で、ＮＰＯ等から意見や提案を受けることにより、行政の

事業にＮＰＯ等の特性や専門性などの能力を活かすことです。 

企画立案への参画には、行政が施策や事業の原案を企画立案するに当たり、審議会、各種

委員会（以下「委員会等」という。）などに継続的にＮＰＯ等の関係者の参画を求める方法

やＮＰＯから意見を聴くことでその意見を反映させる方法、企画コンペ方式でＮＰＯ等から

政策や事業提案を受ける場合などがあります。 

 

（２）メリット 

○ 住民の多様なニーズに、より的確に対応し行政サービスの質を向上させることができます。 

○ 当事者の身近にいるＮＰＯが参画することで、当事者のニーズを生かした施策立案を実現

できます。 

○ ＮＰＯの先駆的で地域に密着した提案が生かされるので、新たな行政課題や行政が見落と

しがちな課題に対応していくことができます。 

○ 委員会等へのＮＰＯからの委員の参加やＮＰＯから事業提案等を受けることにより、県行

政の施策形成への県民参画を促進することができます。 

○ 協働事業においては、実施する事業すべてを行政側で予算化しなくてもよい場合もありま

す。企画立案の段階で、行政とＮＰＯが目的を共有し、お互いの役割分担（予算措置も含む）

を明確にしておけば、より効果的な事業の実施が可能になります。 

 

（３）現状と課題 

○ ＮＰＯから政策や事業提案を求める場合、現状では、行政側が十分な情報提供を行ってい

るとは言えない場合もあり、ＮＰＯは、行政が抱えている課題等を十分把握できていない状

況もあります。このため、より住民の生活に近いところで活動するＮＰＯなどからの提案を

受け止め、連携して課題解決に向けて進める仕組みが求められています。 

○ ＮＰＯ側が、行政の仕組みを十分に理解していない場合、行政がＮＰＯから企画提案を受

けても行政の事業に反映させられないケースがあります。原因としては、ＮＰＯ側が行政の

仕組みを理解していない、行政側の情報開示が不十分な場合があるなどが考えられます。 

○ ＮＰＯの特性や能力に期待して、企画立案から事業の実施までＮＰＯの提案を前提に事業

を進めている事例もみられます。 

○ 委員会等にＮＰＯのメンバーの参加を求めている事例が多く見られるようになってきてい

ます。委員の選定では、行政からの指名方式が多く行われていますが、公募方式をとってい

る場合もあります。 

○ 透明性の確保のため、会議の公開や会議録の公表は、かなり行われるようになってきてい

ますが、さらに情報公開を進めることが必要です。 
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（４）留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 行政側が考える公共性や公益性と、ＮＰＯ側が考える公共性や公益性に、微妙な違

いがある場合もあります。実施の段階で、考え方の違いから空中分解しないよう、企

画立案段階では、事業実施における考え方や達成目標を、双方で明確に共有しておく

ことが重要です。 

○ ＮＰＯから政策や事業の企画提案を受ける場合は、できるだけ早い段階からプロセ

スを共有することで、ＮＰＯと行政が事業実施の目的を相互に共有できるようにする

ことが必要です。 

○ 行政とＮＰＯは、お互いの立場の違いを尊重し、双方の良さ、得意分野を活かすよ

う努力しなければなりません。 

○ 委員会等を設置した場合は、会議の設置要綱や委員の名簿等についてホームページ

等に公開することが大切です。 

共通事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 行政がどのようなプロセスで政策決定していくのか、また、どのような段階でＮＰ

Ｏの意見が反映されていくのかなどをＮＰＯ側に事前に示しておく必要があります。

○ 協働事業の企画立案の場合は、ある程度の事業フレームが決まってからではなく、

出来る限り企画検討の初期段階（事業フレーム検討の段階）から、ＮＰＯ側に参画し

てもらうことが重要です。 

○ ＮＰＯからの企画提案に関して、著作権など知的財産としての保護が必要な場合は、

その取り扱いについて双方で十分話し合っておくことが必要です。また、提案者の意

向を踏まえないで、アイディアだけを利用することは慎まなければなりません。 

○ ＮＰＯからの提案による会議の設置についても、住民の視点を行政に生かすことが

できるので、新たな試みとして検討してみましょう。 

○ 行政側が委員を指名する方式をとっている場合は、選定理由等を公開するか、いつ

でもその理由を説明できるようにしておくなど、住民への説明責任を果たす必要があ

ります。また、公募枠を設ける等、広く参加の機会を開くことも大切です。 

○ 行政に対し批判的な意見も含め、多様なＮＰＯの発言、提案を受け止め、まず意見

を聞くという姿勢を基本としなければなりません。 

○ 行政は、ＮＰＯから出された意見を聴くだけでなく、提案に対する行政の考え方や

事業の反映状況について、丁寧に回答するよう努めましょう。 

行政が留意する事項 

 

○ ＮＰＯは、行政側の仕組みを十分に理解し、部局・事業内容に応じて、適切なタイミ

ングで企画提案を行うことが重要です。 

○ ＮＰＯも自らの提案能力を高めるよう努力する必要があります。 

○ ＮＰＯのメンバーとして委員会等に参加を求められるということは、個人として懇談

会等に参加することとは違うということをきちんと認識しておく必要があります。 

ＮＰＯが留意する事項 
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（５）事業実施フロー 
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課題・認識の共有化 ・意見交換等を通じた情報収集、課

題・ニーズ把握 

既存事業の見直し、新たな事業の検討

施策への反映、事業の概要決定 

協働形態の選択 

予算の積算、事業計画の作成 

○委員会等への参画 

①企画方針の設定 

②委員会等の進め方等の方針決定 

③委員の選定、公募委員枠の設定 

④公募委員募集 

⑤委員会等開催 

⑥委員会等での検討意見・提言まとめ 

公募・応募 

経過・結果 

公 表 

○ＮＰＯからの提案を受ける 

①ＮＰＯから意見、提案を受ける。 

（随時、提案を受ける窓を開けておく） 

②実施の効果、有効性の検討 

※随時提案を受けるケースのほか、行政がテーマを

設定し、公募提案を募集するケースもある。 

提案、意見 

交 換 

○協議の場を設定する 

呼掛・参加 

①協議すべきテーマを設定する。 

②行政の関係部署と関係するＮＰＯに参加を呼び掛

ける。 

③課題、ニーズの把握、想定される事業などを検討

する。 

事業目的や効果の検討 

協

働

事

業

の

検

討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換等 

（Ｄｏ） 
実 施 
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事 例 

このように村上地域では、行政とＮＰＯが企画立案段階で協議、相互調整を行っている結

果、より効果的な事業展開が図られています。 

協議会としては、人材育成事業（体験等のインストラクター養成）を実施したい意向を持

っており、地域振興局側での予算措置を検討していましたが、ＮＰＯ側で、国の補助事業を

活用して実施する計画としていたため、地域振興局側ではプロモーション用データベース構

築を事業化しました。 

平成２０年度事業では、村上地域振興局農林振興部とＮＰＯ法人都岐沙羅パートナーズセ

ンターが、各々で協議会に事業を持ち込んでいますが、事業の重複を避けるために、企画段

階で相互調整を行っています。 

これは、各構成団体が主体的に実施する事業（予算措置を含む）を、構成団体自身が協議

会に持ち込む形式（いわゆる「この指とまれ形式」）で事業を実施しているからです。 

現在、協議会予算はゼロで運営されていますが、協議会では複数の事業を実施しています。

【村上地域におけるグリーン・ツーリズムの取り組み】 

村上・岩船地域では、広域市町村圏における地域回遊型グリーン・ツーリズムの推進に取

り組んでおり、県・市町村・民間事業者・ＮＰＯなど約 40 の主体が参加する「村上地域グ

リーン・ツーリズム協議会」が組織されています。 

この協議会は、地域内での情報共有・相互連携を図るためのゆるやかな連携体となってお

り、事務局は NPO 法人都岐沙羅パートナーズセンターが担っています。 

＜企画立案段階から行政とＮＰＯが協議を行っている事例＞ 
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